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金
通
帳
を
使
っ
て
コ
ツ
コ
ツ
と
貯
め
る

こ
と
が
創
業
準
備
の
王
道
で
あ
る
と
伝

え
て
も
ら
い
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
開
業
資
金
、
初
期

投
資
と
運
転
資
金
を
す
べ
て
自
己
資
金

で
用
意
で
き
る
人
は
少
な
い
し
、
す
べ

て
を
金
融
機
関
借
入
れ
で
充
当
で
き
る

と
い
う
人
も
ま
た
少
な
い
。
そ
こ
で
重

要
に
な
る
の
が
創
業
時
に
使
え
る
借
入

制
度
だ
。
以
下
、
代
表
的
な
も
の
を
説

明
し
よ
う
。

①
新
規
開
業
資
金

　

創
業
融
資
の
基
本
と
な
る
融
資
制
度

で
、
融
資
限
度
額
や
返
済
期
間
に
つ
い

て
は
図
表
１
の
と
お
り
。
制
度
を
利
用

創
業
融
資
の
基
本
制
度
は

〝
ヒ
ト
〞
の
面
を
重
視

　
日
本
政
策
金
融
公
庫

　（
国
民
生
活
事
業
）

す
る
要
件
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い

の
は
、
経
験
・
雇
用
だ
。

　

経
験
の
要
件
は
、
こ
れ
か
ら
開
業
す

る
業
種
と
同
じ
業
種
に
通
算
で
６
年
以

上
勤
務
し
て
い
る
こ
と
。
創
業
す
る
う

え
で
重
要
な
技
術
や
人
脈
な
ど
を
有
し

て
い
る
か
ど
う
か
、
経
営
資
源
の
〝
ヒ

ト
〞
の
面
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
証

左
と
い
え
る
。

地域活力アップのカギ！
特 集 創業支援はこう進める

業
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
欠
か

せ
な
い
も
の
は
何
か
。
筆
者
は

創
業
計
画
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
、
自
己

資
金
を
含
め
た
資
金
準
備
な
ど
の
全
体

を
一
貫
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
と
考
え

る
。

　

創
業
者
が
「
夢
・
想
い
」
を
実
現
す

る
た
め
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
を
し
っ
か
り

と
練
り
上
げ
、
資
金
計
画
を
作
成
し
、

自
己
資
金
で
は
賄
え
な
い
部
分
に
つ
い

て
金
融
機
関
に
相
談
す
る
。
そ
し
て
、

金
融
機
関
は
そ
れ
を
適
切
に
サ
ポ
ー
ト

す
る
と
い
う
姿
が
、
創
業
者
と
金
融
機

関
の
あ
る
べ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

形
だ
ろ
う
。

　

創
業
者
に
と
っ
て
大
事
な
経
営
資
源

で
あ
る
開
業
資
金
を
、
十
分
に
用
意
す

る
う
え
で
一
番
基
本
と
な
る
の
は
、
自

己
資
金
を
し
っ
か
り
準
備
す
る
こ
と
。

自
行
庫
の
顧
客
で
創
業
を
考
え
て
い
る

人
に
対
し
て
は
、
ま
ず
自
己
資
金
を
預

創

創業支援に取り組む前に
こんなポイントを押さえよう
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大永コンサルティング代表

　プロパー融資以外の創業時の資金調達
方法と、身近な支援機関を紹介する。

渉外担当者必見！

１

プ
ロ
パ
ー
以
外
の
資
金
調
達
に
は

こ
ん
な
方
法
が
あ
る
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も
う
一
つ
は
雇
用
の
創
出
だ
。
こ
れ

は
中
小
企
業
に
求
め
ら
れ
る
経
済
効
果

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
創
業
者
が

雇
用
の
受
け
皿
と
な
っ
て
人
材
を
活
用

し
、
経
済
を
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
を

狙
っ
た
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
を
満
た
す
創
業
者
の
ほ
か

に
は
、
高
い
技
能
を
有
す
る
者
や
、
産

業
競
争
力
強
化
法
に
定
め
ら
れ
た
特
定

創
業
支
援
事
業
の
修
了
者
、
民
間
金
融

機
関
と
の
連
携
支
援
を
受
け
る
事
業
者

な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

②
女
性
・
若
者
／
シ
ニ
ア
起
業
家
支
援

資
金

　

新
規
開
業
者
の
う
ち
特
定
の
属
性
に

該
当
す
る
人
を
、
よ
り
有
利
な
条
件
で

応
援
す
る
国
の
政
策
目
的
に
従
っ
た
創

業
融
資
だ
。
対
象
は
、
女
性
、
創
業
時

点
で
30
歳
未
満
の
若
者
、
55
歳
以
上
で

あ
る
シ
ニ
ア
。
こ
れ
ら
の
人
が
そ
の
感

性
や
経
験
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
発
揮

す
る
こ
と
を
国
と
し
て
後
押
し
す
る
制

度
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
食
品
を
取
り
扱
う
業
種

や
、
理
美
容
業
な
ど
生
活
衛
生
関
係
業

種
に
つ
い
て
は
、
対
象
業
種
ご
と
に
定

め
ら
れ
た
創
業
融
資
が
あ
る
。

③
新
創
業
融
資
制
度
、
女
性
小
口
創
業

特
例

　

前
述
の
各
種
創
業
者
向
け
融
資
制
度

を
、
無
担
保
・
無
保
証
人
で
利
用
す
る

た
め
の
取
扱
い
だ
。
各
制
度
と
組
み
合

わ
せ
て
利
用
す
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
自
己
資
金
の
要
件
。
事

業
開
始
前
、
ま
た
は
事
業
開
始
後
、
税

務
申
告
を
終
え
て
い
な
い
段
階
で
融
資

申
請
す
る
た
め
に
は
、
創
業
時
に
お
い

て
、
創
業
資
金
総
額
の
10
分
の
１
以
上

の
自
己
資
金
を
確
認
で
き
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
。

　

特
定
創
業
支
援
事
業
の
修
了
や
、
創

業
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
な
ど
一
定
の
要
件

を
満
た
す
と
、
自
己
資
金
の
要
件
が
撤

廃
さ
れ
る
と
い
う
取
扱
い
は
あ
る
が
、

自
己
資
金
ゼ
ロ
で
全
額
借
入
れ
に
よ
る

創
業
を
行
う
計
画
は
妥
当
性
・
実
現
性

に
乏
し
い
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

新
規
開
業
資
金
で
も
定
め
ら
れ
て
い
る

６
年
以
上
の
勤
務
経
験
や
雇
用
創
出
の

要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
が
、
３
０

０
万
円
以
下
の
借
入
額
の
女
性
の
申
込

み
に
限
っ
て
、
当
該
要
件
が
除
外
さ
れ

る
女
性
小
口
創
業
特
例
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
女
性
の

プ
チ
創
業
が
分
か
り
や
す
い
。
主
婦
業

図表１　日本政策金融公庫の主な創業支援融資制度

制度名 融資額 返済期間 特徴・留意点

新規開業資金 7200万円以内
うち運転資金4800万円以内

運転資金7年以内
設備資金20年以内

事業開始前または、事業開
始後おおむね7年以内の創業
者が対象。勤務経験や雇用
創出、認定特定創業支援事
業修了などいずれかの要件
を満たす必要がある

女性、若者／シニア起業家
支援資金

7200万円以内
うち運転資金4800万円以内

運転資金7年以内
設備資金20年以内

新規開業資金より有利な特
別利率が適用される

新創業融資制度 3000万円以内
うち運転資金1500万円以内

組み合わせて利用した
制度の返済期間以内

事業開始前、または事業開
始後税務申告を終えていな
い場合は、創業時において
10分の1以上の自己資金要
件がある

中小企業経営力強化資金 7200万円以内
うち運転資金4800万円以内

運転資金7年以内
設備資金20年以内

女性、若者／シニアに該当
する創業者は特別利率の適
用あり。融資額のうち2000
万円までは無担保・無保証
人での利用が可能


